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平成１９年４月１日 
公立大学法人福井県立大学規程第５７号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）、

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下「令」という。）および個

人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年福井県条例第３６号。以下「法施行条例」という。）

の施行に関し必要な事項ならびに法および法施行条例の施行に関し、公立大学法人福井県立大学

（以下「法人」という。）が行う個人情報の保護に関する事務について必要な事項を定めるものと

する。 

（個人情報取扱事務登録簿） 

第２条 個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等または個人識別符

号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された地方公共団体等行政文書（法第６０条

第１項に規定する地方公共団体等行政文書をいう。）を使用するもの（以下「個人情報取扱事務」

という。）を開始しようとするときは、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿（以下

「登録簿」という。）を作成し、一般の閲覧に供するものとする。記載した事項を変更しようとす

るときも、同様とする。 

一 個人情報取扱事務の名称 

二 個人情報取扱事務の目的 

三 個人情報を収集する根拠 

四 個人情報取扱事務を所管する組織の名称 

五 個人情報の対象者 

六 個人情報の記録項目 

七 個人情報の収集先 

八 その他必要な事項 

２ 前項の規定により作成した登録簿に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該登録

簿を廃棄するとともに知事に報告するものとする。 

３ 前２項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。 

一 役員および職員または役員および職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人 

情報取扱事務 

４ 第１項の登録簿は、様式第１号とする。 

（個人情報ファイル簿） 

第３条 法第７５条第１項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿（様式第２号）に

よるものとする。 

（開示請求書） 

第４条 法第７７条第１項の書面は、開示請求書（様式第３号）とする。 

（開示決定通知書等） 

第５条 法第８２条第１項の書面は、開示決定通知書（様式４号）とする。 

２ 法第８２条第２項の書面は、開示をしない旨の決定通知書（様式第５号）とする。 

（開示決定等期限延長通知書等） 

第６条 法施行条例第５条第２項の書面は、開示決定等期限延長通知書（様式第６号）とする。 

２ 法施行条例第６条の書面は、開示決定等期限特例延長通知書（様式第７号）とする。 

（他の行政機関の長等への開示請求事案移送書等） 

第７条 法第８５条第１項の規定による移送は、他の行政機関の長等への開示請求事案移送書（様式



第８号）によりするものとする。 

２ 法第８５条第１項の書面は、開示請求者への開示請求事案移送通知書（様式第９号）とする。 

（第三者意見照会書等） 

第８条 法第８６条第１項の規定による通知は、第三者意見照会書（法第８６条第１項適用）（様式

第１０号）によりするものとする。 

２ 法第８６条第２項の書面は、第三者意見照会書（法第８６条第２項適用）（様式第１１号）とす

る。 

３ 法第８６条第１項および第２項の意見書は、第三者開示決定等意見書（様式第１２号）とする。 

４ 法第８６条第３項の書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書（様式第１

３号）とする。 

（開示の実施方法等申出書） 

第９条 法第８７条第３項の規定による申出は、開示の実施方法等申出書（様式第１４号）により 

するものとする。 

（開示請求に係る手数料等） 

第１０条 法第８９条第７項に規定する手数料は、徴収しない。ただし、法第８７条第１項の規定に

よる文書または図画の閲覧以外の方法により開示を受ける者は、当該開示の実施に要する費用を負

担しなければならない。 

（写しの送付に要する費用） 

第１１条 令第２８条第５項に規定する写しの送付に要する費用の納付方法は、法人の発行する請求

書による納付とする。 

（訂正請求書） 

第１２条 法第９１条第１項の書面は、訂正請求書（様式第１５号）とする。 

（訂正決定通知書等） 

第１３条 法第９３条第１項の書面は、訂正決定通知書（様式第１６号）とする。 

２ 法第９３条第２項の書面は、訂正をしない旨の決定通知書（様式第１７号）とする。 

（訂正決定等期限延長通知書等） 

第１４条 法施行条例第７条第２項の書面は、訂正決定等期限延長通知書（様式第１８号）とする。 

２ 法第９５条の書面は、訂正決定等期限特例延長通知書（様式第１９号）とする。 

（他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書等） 

第１５条 法第９６条第１項の規定による移送は、他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書（様

式第２０号）によりするものとする。 

２ 法第９６条第１項の書面は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書（様式第２１号）とする。 

（保有個人情報提供先への訂正決定通知書） 

第１６条 法第９７条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書（様式第２２号）とする。 

（利用停止請求書） 

第１７条 法第９９条第１項の書面は、利用停止請求書（様式第２３号）とする。 

（利用停止決定通知書等） 

第１８条 法第１０１条第１項の書面は、利用停止決定通知書（様式第２４号）とする。 

２ 法第１０１条第２項の書面は、利用停止をしない旨の決定通知書（様式第２５号）とする。 

（利用停止決定等期限延長通知書等） 

第１９条 法施行条例第８条第２項の書面は、利用停止決定等期限延長通知書（様式第２６号）とす

る。 

２ 法第１０３条の書面は、利用停止決定等期限特例延長通知書（様式第２７号）とする。 

（諮問書等） 

第２０条 法第１０５条第３項において準用する同条第２項の規定による通知は、諮問をした旨の通

知書（様式第２８号）によりするものとする。 

 



附 則 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行し、平成２８年１月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年５月３０日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 


